
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
自
然
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
自
然
保
護
課
）　

　

一

 
告

示

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
家
畜
伝
染
病
の
発
生 

（
畜　

産　

課
）　

　

二

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
県
営
住
宅
家
賃
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
住　

宅　

課
）　

　

二

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

一
四

 
収
用
委
員
会

〇
地
下
鉄
東
西
線
（
連
坊
）
事
件
裁
決
手
続
開
始
決
定
（
二
件
） 

　
　

一
四

 
規

則

　

自
然
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
七
号

　
　
　

自
然
保
護
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
保
護
員
設
置
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
、「
立
入
調
査
、
実
施
状
況
調

査
又
は
風
景
影
響
調
査
」
を
「
立
入
検
査
又
は
立
入
調
査
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
一
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日
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名　
　
　

称

大
崎
市
民
病
院
鹿
島
台

分
院

大
崎
市
民
病
院
岩
出
山

分
院

所　
　

在　
　

地

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
東
要
害

二
十

大
崎
市
岩
出
山
字
浦
小
路
四
四

認
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年
二
月
十

四
日

平
成
二
十
二
年
二
月
二

十
日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
五
年
二
月
十

三
日

平
成
二
十
五
年
二
月
十

九
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
八
三
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

ア
イ
ア
イ
小
田
原

仙
台
市
青
葉
区
小
田
原

五
丁
目
一
番
十
九
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
小
規
模

多
機
能
型
生
活

支
援
室
エ
ポ
ッ

ク

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

三
月
一
日



 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
家

畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

家
畜
伝
染
病
の
種
類

　
　

ヨ
ー
ネ
病

二　

畜
種

　
　

牛
（
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
）

三　

患
畜
及
び
疑
似
患
畜
の
区
分
並
び
に
そ
の
頭
数

　
　

患
畜　

二
頭

四　

発
生
の
場
所
又
は
区
域

　
　

加
美
町

五　

発
生
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
二
日

六　

患
畜
の
取
扱
い

　
　

法
令
殺

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

名
取
市
愛
島
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
野
田
二
十
九
番
地
十
三
街
区
八
画
地

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

渋　

谷　

正　

志　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
学
市
四
番
地
の
三

　
　

阿　

部　

栄　

一　
　

名
取
市
増
田
二
丁
目
一
番
八
十
五
号

　
　

渡　

辺　

至　

男　
　

名
取
市
下
増
田
字
中
江
東
二
番
地

　
　

上　

村　

新　

治　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
六
丁
目
十
三
番
二
十
一
号

　
　

大　

友　

新　

一　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
泉
七
十
九
番
地　

三
十
街
区
一
画
地

　
　

大　

友　

文　

雄　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
野
田
十
一
番
地
の
一　

一
街
区
二
画
地

　
　

郷　

内　

知　

明　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
西
小
泉
三
十
五
番
地　

二
十
九
街
区
三
画
地

　
　

須　

藤　
　
　

滋　
　

名
取
市
名
取
が
丘
五
丁
目
十
七
番
三
号

　
　

中　

澤　

正　

一　
　

名
取
市
愛
島
塩
手
字
前
野
田
四
十
五
番
地
の
一

　
　

松　

浦　

常　

夫　
　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
後
谷
地
七
番
地
の
五　

十
四
街
区
二－

一
画
地

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

県
営
住
宅
家
賃
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
営
住
宅
家
賃
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
営
住
宅
家
賃
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
一
〇
〇
六
四
三

〇
四
一
〇
二
〇
〇
三
五
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

仙
台
自
立
の
家

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
台
二
丁
目

十
二－

二
十
四

サ
ン
ネ
ッ
ト
な
ご
み

石
巻
市
蛇
田
字
小
斎
二
十
九

設　

置

者

名

社
会
福
祉
法
人
仙
台
市
肢
体

不
自
由
児
者
父
母
の
会

社
会
福
祉
法
人
石
巻
祥
心
会

辞
退
年
月
日

平
成
二
十
二
年

二
月
二
十
八
日

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

住　
　
宅　　

名

県
営
黒
松
第
一
住
宅

所

在

地

仙
台
市

建
設
年
度

昭
和
三
十
六

年
度

昭
和
三
十
七

年
度

昭
和
三
十
九

年
度

平
成
二
年
度

構
造

中
層
耐

火
造

同同同

一
戸
当
た
り

住
戸
専
用
面

積
（
平
方
メ

ー
ト
ル
）　

三
五
・
三

三
五
・
三

三
五
・
三

五
六
・
一

利　
便　
性

係　
　

数

〇
・
九
三
三

〇
・
九
三
三
四

〇
・
九
三
三

〇
・
九
三
三
四

〇
・
九
三
三

〇
・
九
三
三
四

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
九

応
益
係
数

〇
・
二
五
八

〇
・
二
五
八
三

〇
・
二
六
四

〇
・
二
六
四
一

〇
・
二
七
五

〇
・
二
七
五
七

〇
・
七
一
〇

〇
・
七
一
〇
六

近
傍
同
種
の

住　
宅　
家　
賃

二
三
、
八
〇
〇

二
三
、
八
〇
〇
円

二
四
、
九
〇
〇

二
四
、
九
〇
〇
円

二
三
、
八
〇
〇

二
三
、
八
〇
〇
円

五
九
、
三
〇
〇

五
九
、
三
〇
〇
円
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県
営
桜
ヶ
丘
住
宅

県
営
新
坂
住
宅

同同

平
成
九
年
度

同同同昭
和
五
十
二

年
度

同同同同同同昭
和
五
十
四

年
度

同同同同平
成
四
年
度

同同同

同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同同同同同

五
六
・
九

六
六
・
〇

六
九
・
〇

七
九
・
七

四
五
・
一

四
五
・
七

四
五
・
七

五
六
・
五

五
六
・
五

五
七
・
〇

六
五
・
三

四
四
・
九

五
九
・
二

六
一
・
三

六
二
・
七

七
三
・
五

五
四
・
二

六
三
・
六

六
三
・
六

七
六
・
八

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
七
七
四

〇
・
七
七
四
四

〇
・
八
九
八

〇
・
八
九
八
三

〇
・
九
三
九

〇
・
九
三
九
一

一
・
〇
八
四

一
・
〇
八
四
八

〇
・
四
四
四

〇
・
四
四
四
七

〇
・
四
五
〇

〇
・
四
五
〇
六

〇
・
四
五
〇

〇
・
四
五
〇
六

〇
・
五
五
七

〇
・
五
五
七
一

〇
・
五
五
七

〇
・
五
五
七
一

〇
・
五
六
二

〇
・
五
六
二
〇

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
九

〇
・
四
六
七

〇
・
四
六
七
三

〇
・
六
一
六

〇
・
六
一
六
二

〇
・
六
三
八

〇
・
六
三
八
一

〇
・
六
五
二

〇
・
六
五
二
七

〇
・
七
六
五

〇
・
七
六
五
一

〇
・
七
一
七

〇
・
七
一
七
一

〇
・
八
四
一

〇
・
八
四
一
五

〇
・
八
四
一

〇
・
八
四
一
五

一
・
〇
一
六

一
・
〇
一
六
一

八
七
、
三
〇
〇

八
七
、
三
〇
〇
円

一
〇
一
、
〇
〇
〇

一
〇
一
、
〇
〇
〇
円

一
〇
五
、
八
〇
〇

一
〇
五
、
八
〇
〇
円

一
二
〇
、
一
〇
〇

一
二
〇
、
一
〇
〇
円

四
七
、
二
〇
〇

四
七
、
二
〇
〇
円

四
七
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇
円

四
八
、
五
〇
〇

四
八
、
五
〇
〇
円

五
四
、
一
〇
〇

五
四
、
一
〇
〇
円

五
八
、
三
〇
〇

五
八
、
三
〇
〇
円

五
四
、
四
〇
〇

五
四
、
四
〇
〇
円

六
四
、
六
〇
〇

六
四
、
六
〇
〇
円

四
二
、
〇
〇
〇

四
二
、
〇
〇
〇
円

五
四
、
七
〇
〇

五
四
、
七
〇
〇
円

五
六
、
六
〇
〇

五
六
、
六
〇
〇
円

五
七
、
八
〇
〇

五
七
、
八
〇
〇
円

六
七
、
四
〇
〇

六
七
、
四
〇
〇
円

六
五
、
四
〇
〇

六
五
、
四
〇
〇
円

七
六
、
六
〇
〇

七
六
、
六
〇
〇
円

七
六
、
七
〇
〇

七
六
、
七
〇
〇
円

九
二
、
五
〇
〇

九
二
、
五
〇
〇
円

県
営
折
立
住
宅

同

同同昭
和
四
十
四

年
度

同平
成
六
年
度

同同同同同同同平
成
八
年
度

同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

六
七
・
二

八
六
・
〇

三
三
・
六

四
〇
・
二

五
四
・
六

五
六
・
四

六
三
・
四

六
六
・
〇

六
六
・
〇

六
八
・
六

七
四
・
九

七
九
・
七

五
五
・
〇

五
六
・
九

六
三
・
四

六
六
・
〇

六
六
・
四

六
九
・
〇

七
六
・
二

七
九
・
七

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
九

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
九

〇
・
九
一
二

〇
・
九
一
二
〇

〇
・
九
一
一

〇
・
九
一
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
八
五
一

〇
・
八
五
一
三

一
・
〇
八
九

一
・
〇
八
九
五

〇
・
二
八
三

〇
・
二
八
三
三

〇
・
三
三
八

〇
・
三
三
八
七

〇
・
七
一
五

〇
・
七
一
五
五

〇
・
七
三
九

〇
・
七
三
九
〇

〇
・
八
三
〇

〇
・
八
三
〇
八

〇
・
八
六
四

〇
・
八
六
四
九

〇
・
八
六
四

〇
・
八
六
四
九

〇
・
八
九
八

〇
・
八
九
八
九

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
六

一
・
〇
四
四

一
・
〇
四
四
五

〇
・
七
三
九

〇
・
七
三
九
七

〇
・
七
六
五

〇
・
七
六
五
二

〇
・
八
五
二

〇
・
八
五
二
六

〇
・
八
八
七

〇
・
八
八
七
六

〇
・
八
九
三

〇
・
八
九
三
〇

〇
・
九
二
八

〇
・
九
二
八
〇

一
・
〇
二
四

一
・
〇
二
四
九

一
・
〇
七
一

一
・
〇
七
一
九

六
九
、
一
〇
〇

六
九
、
一
〇
〇
円

八
八
、
三
〇
〇

八
八
、
三
〇
〇
円

一
八
、
六
〇
〇

一
八
、
六
〇
〇
円

一
九
、
七
〇
〇

一
九
、
七
〇
〇
円

八
七
、
〇
〇
〇

八
七
、
〇
〇
〇
円

八
九
、
八
〇
〇

八
九
、
八
〇
〇
円

一
〇
〇
、
八
〇
〇

一
〇
〇
、
八
〇
〇
円

一
〇
四
、
六
〇
〇

一
〇
四
、
六
〇
〇
円

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円

一
〇
八
、
九
〇
〇

一
〇
八
、
九
〇
〇
円

一
一
七
、
八
〇
〇

一
一
七
、
八
〇
〇
円

一
二
五
、
一
〇
〇

一
二
五
、
一
〇
〇
円

九
〇
、
五
〇
〇

九
〇
、
五
〇
〇
円

九
四
、
〇
〇
〇

九
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
三
、
五
〇
〇

一
〇
三
、
五
〇
〇
円

一
〇
八
、
五
〇
〇

一
〇
八
、
五
〇
〇
円

一
〇
九
、
一
〇
〇

一
〇
九
、
一
〇
〇
円

一
一
四
、
一
〇
〇

一
一
四
、
一
〇
〇
円

一
二
三
、
九
〇
〇

一
二
三
、
九
〇
〇
円

一
三
〇
、
三
〇
〇

一
三
〇
、
三
〇
〇
円
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県
営
広
瀬
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
支
倉
住
宅

県
営
安
養
寺
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

同同同

同昭
和
五
十
九

年
度

平
成
二
年
度

同同同同同同同同同昭
和
四
十
四

年
度

昭
和
四
十
五

年
度

昭
和
五
十
七

年
度

同同同同同

同同高
層
耐

火
造

同同同同同同同同同簡
易
耐

火
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同

八
四
・
八

七
一
・
三

五
二
・
四

五
二
・
八

五
三
・
三

六
五
・
三

六
五
・
八

六
五
・
八

六
六
・
〇

六
六
・
〇

六
八
・
〇

七
九
・
四

三
一
・
四

三
一
・
四

五
〇
・
四

五
一
・
五

六
一
・
二

六
一
・
七

六
七
・
三

七
五
・
三

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
六
七

〇
・
九
六
七
八

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
六
〇

〇
・
九
六
〇
四

〇
・
九
六
〇

〇
・
九
六
〇
四

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
七
八

〇
・
九
七
八
九

〇
・
八
一
九

〇
・
八
一
九
五

〇
・
六
七
七

〇
・
六
七
七
四

〇
・
六
八
二

〇
・
六
八
二
六

〇
・
六
八
九

〇
・
六
八
九
一

〇
・
八
四
四

〇
・
八
四
四
二

〇
・
八
五
〇

〇
・
八
五
〇
七

〇
・
八
五
〇

〇
・
八
五
〇
七

〇
・
八
五
三

〇
・
八
五
三
二

〇
・
八
五
三

〇
・
八
五
三
二

〇
・
八
七
九

〇
・
八
七
九
一

一
・
〇
二
六

一
・
〇
二
六
五

〇
・
一
七
六

〇
・
一
七
六
五

〇
・
一
八
四

〇
・
一
八
四
七

〇
・
五
七
二

〇
・
五
七
二
七

〇
・
五
八
五

〇
・
五
八
五
三

〇
・
六
九
五

〇
・
六
九
五
五

〇
・
七
〇
一

〇
・
七
〇
一
二

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
八

〇
・
八
五
五

〇
・
八
五
五
八

七
九
、
六
〇
〇

七
九
、
六
〇
〇
円

六
六
、
〇
〇
〇

六
六
、
〇
〇
〇
円

四
七
、
五
〇
〇

四
七
、
五
〇
〇
円

四
七
、
六
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇
円

四
八
、
二
〇
〇

四
八
、
二
〇
〇
円

五
八
、
七
〇
〇

五
八
、
七
〇
〇
円

五
九
、
一
〇
〇

五
九
、
一
〇
〇
円

五
九
、
五
〇
〇

五
九
、
五
〇
〇
円

五
九
、
三
〇
〇

五
九
、
三
〇
〇
円

五
九
、
六
〇
〇

五
九
、
六
〇
〇
円

六
一
、
一
〇
〇

六
一
、
一
〇
〇
円

七
一
、
九
〇
〇

七
一
、
九
〇
〇
円

三
二
、
二
〇
〇

三
二
、
二
〇
〇
円

三
一
、
九
〇
〇

三
一
、
九
〇
〇
円

五
三
、
〇
〇
〇

五
三
、
〇
〇
〇
円

五
三
、
〇
〇
〇

五
三
、
〇
〇
〇
円

六
三
、
四
〇
〇

六
三
、
四
〇
〇
円

六
二
、
九
〇
〇

六
二
、
九
〇
〇
円

七
〇
、
六
〇
〇

七
〇
、
六
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇

七
九
、
〇
〇
〇
円

県
営
新
坂
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
広
瀬
住
宅

同同

昭
和
五
十
四

年
度

同同昭
和
五
十
九

年
度

同同昭
和
六
十
年

度同同同同昭
和
六
十
二

年
度

同同同同昭
和
六
十
三

年
度

同同同

同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同同同

五
二
・
九

五
四
・
五

六
二
・
四

五
六
・
六

七
一
・
三

八
三
・
八

五
六
・
六

六
七
・
四

七
一
・
三

八
一
・
四

八
三
・
八

五
六
・
六

六
七
・
四

七
一
・
三

八
一
・
四

八
四
・
八

五
六
・
六

六
七
・
四

七
一
・
三

八
一
・
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
五
七
九

〇
・
五
七
九
七

〇
・
五
九
七

〇
・
五
九
七
二

〇
・
六
八
三

〇
・
六
八
三
九

〇
・
六
一
六

〇
・
六
一
六
九

〇
・
七
七
七

〇
・
七
七
七
一

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
四

〇
・
六
二
六

〇
・
六
二
六
〇

〇
・
七
四
五

〇
・
七
四
五
五

〇
・
七
八
八

〇
・
七
八
八
六

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
四

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
二

〇
・
七
六
七

〇
・
七
六
七
二

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
六

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
六

〇
・
九
六
五

〇
・
九
六
五
三

〇
・
六
五
三

〇
・
六
五
三
三

〇
・
七
七
八

〇
・
七
七
八
〇

〇
・
八
二
三

〇
・
八
二
三
一

〇
・
九
三
九

〇
・
九
三
九
七

五
〇
、
九
〇
〇

五
〇
、
九
〇
〇
円

五
二
、
九
〇
〇

五
二
、
九
〇
〇
円

五
九
、
六
〇
〇

五
九
、
六
〇
〇
円

五
二
、
五
〇
〇

五
二
、
五
〇
〇
円

六
五
、
九
〇
〇

六
五
、
九
〇
〇
円

七
七
、
六
〇
〇

七
七
、
六
〇
〇
円

五
二
、
八
〇
〇

五
二
、
八
〇
〇
円

六
三
、
七
〇
〇

六
三
、
七
〇
〇
円

六
六
、
四
〇
〇

六
六
、
四
〇
〇
円

七
六
、
二
〇
〇

七
六
、
二
〇
〇
円

七
八
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇
円

五
四
、
四
〇
〇

五
四
、
四
〇
〇
円

六
四
、
九
〇
〇

六
四
、
九
〇
〇
円

六
八
、
三
〇
〇

六
八
、
三
〇
〇
円

七
七
、
八
〇
〇

七
七
、
八
〇
〇
円

八
〇
、
八
〇
〇

八
〇
、
八
〇
〇
円

五
三
、
八
〇
〇

五
三
、
八
〇
〇
円

六
三
、
六
〇
〇

六
三
、
六
〇
〇
円

六
七
、
七
〇
〇

六
七
、
七
〇
〇
円

七
六
、
〇
〇
〇

七
六
、
〇
〇
〇
円
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県
営
六
丁
目
東
住
宅

県
営
太
白
住
宅

県
営
黒
松
第
二
住
宅

県
営
黒
松
第
三
住
宅

同同同同

同同同同同昭
和
五
十
二

年
度

同昭
和
五
十
三

年
度

同昭
和
三
十
九

年
度

同昭
和
四
十
年

度昭
和
四
十
一

年
度

昭
和
四
十
二

年
度

昭
和
四
十
三

年
度

昭
和
四
十
五

年
度

同同同同

同同同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同

六
五
・
二

六
七
・
七

七
八
・
五

七
九
・
九

八
二
・
四

五
五
・
九

五
九
・
三

五
七
・
〇

五
九
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
二

四
〇
・
二

三
七
・
一

四
〇
・
二

四
〇
・
二

四
〇
・
二

四
〇
・
二

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
七
一
七

〇
・
七
一
七
四

〇
・
七
四
五

〇
・
七
四
五
〇

〇
・
八
六
三

〇
・
八
六
三
八

〇
・
八
七
九

〇
・
八
七
九
二

〇
・
九
〇
六

〇
・
九
〇
六
七

〇
・
五
三
七

〇
・
五
三
七
七

〇
・
五
七
〇

〇
・
五
七
〇
四

〇
・
五
五
七

〇
・
五
五
七
三

〇
・
五
七
九

〇
・
五
七
九
八

〇
・
三
一
〇

〇
・
三
一
〇
〇

〇
・
三
一
〇

〇
・
三
一
〇
〇

〇
・
三
一
六

〇
・
三
一
六
五

〇
・
三
二
三

〇
・
三
二
三
〇

〇
・
三
二
八

〇
・
三
二
八
七

〇
・
三
三
五

〇
・
三
三
五
一

〇
・
三
一
九

〇
・
三
一
九
六

〇
・
三
四
六

〇
・
三
四
六
四

〇
・
四
四
五

〇
・
四
四
五
九

〇
・
四
六
五

〇
・
四
六
五
〇

〇
・
四
五
九

〇
・
四
五
九
二

六
六
、
三
〇
〇

六
六
、
三
〇
〇
円

六
九
、
一
〇
〇

六
九
、
一
〇
〇
円

八
一
、
〇
〇
〇

八
一
、
〇
〇
〇
円

八
〇
、
九
〇
〇

八
〇
、
九
〇
〇
円

八
三
、
七
〇
〇

八
三
、
七
〇
〇
円

四
〇
、
七
〇
〇

四
〇
、
七
〇
〇
円

四
三
、
一
〇
〇

四
三
、
一
〇
〇
円

四
一
、
四
〇
〇

四
一
、
四
〇
〇
円

四
二
、
八
〇
〇

四
二
、
八
〇
〇
円

二
六
、
七
〇
〇

二
六
、
七
〇
〇
円

二
七
、
七
〇
〇

二
七
、
七
〇
〇
円

二
七
、
九
〇
〇

二
七
、
九
〇
〇
円

二
九
、
二
〇
〇

二
九
、
二
〇
〇
円

二
五
、
五
〇
〇

二
五
、
五
〇
〇
円

二
七
、
七
〇
〇

二
七
、
七
〇
〇
円

二
四
、
八
〇
〇

二
四
、
八
〇
〇
円

二
五
、
六
〇
〇

二
五
、
六
〇
〇
円

四
六
、
二
〇
〇

四
六
、
二
〇
〇
円

五
五
、
二
〇
〇

五
五
、
二
〇
〇
円

五
五
、
五
〇
〇

五
五
、
五
〇
〇
円

県
営
梶
の
杜
住
宅

県
営
蒲
生
住
宅

県
営
岩
切
住
宅

県
営
燕
沢
住
宅

県
営
中
倉
住
宅

県
営
中
倉
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
六
丁
目
住
宅

同同同同同同同

同同同同同同昭
和
五
十
八

年
度

同同同同昭
和
五
十
九

年
度

同昭
和
六
十
年

度同昭
和
五
十
五

年
度

同同昭
和
五
十
七

年
度

昭
和
六
十
一

年
度

同高
層
耐

火
造

同同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

七
七
・
七

五
〇
・
四

五
一
・
三

六
一
・
二

六
七
・
三

七
六
・
一

六
〇
・
五

六
四
・
六

七
二
・
二

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
二
・
三

五
九
・
二

五
九
・
二

六
〇
・
七

五
二
・
五

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
一

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
一

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
一

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
三

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
三

〇
・
九
七
三

〇
・
九
七
三
三

〇
・
九
〇
二

〇
・
九
〇
二
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
八
八
三

〇
・
八
八
三
〇

〇
・
五
七
二

〇
・
五
七
二
七

〇
・
五
八
三

〇
・
五
八
三
〇

〇
・
六
九
五

〇
・
六
九
五
五

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
八

〇
・
八
六
四

〇
・
八
六
四
八

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
八

〇
・
六
八
六

〇
・
六
八
六
四

〇
・
七
六
七

〇
・
七
六
七
一

〇
・
六
三
二

〇
・
六
三
二
九

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
三

〇
・
六
五
五

〇
・
六
五
五
九

〇
・
七
四
六

〇
・
七
四
六
五

〇
・
六
六
五

〇
・
六
六
五
六

〇
・
七
五
七

〇
・
七
五
七
五

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
七

〇
・
六
一
〇

〇
・
六
一
〇
七

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
八

〇
・
六
三
一

〇
・
六
三
一
〇

〇
・
五
七
七

〇
・
五
七
七
六

八
〇
、
四
〇
〇

八
〇
、
四
〇
〇
円

五
三
、
〇
〇
〇

五
三
、
〇
〇
〇
円

五
三
、
九
〇
〇

五
三
、
九
〇
〇
円

六
三
、
四
〇
〇

六
三
、
四
〇
〇
円

七
〇
、
六
〇
〇

七
〇
、
六
〇
〇
円

七
九
、
八
〇
〇

七
九
、
八
〇
〇
円

五
五
、
七
〇
〇

五
五
、
七
〇
〇
円

五
九
、
四
〇
〇

五
九
、
四
〇
〇
円

六
六
、
三
〇
〇

六
六
、
三
〇
〇
円

五
三
、
二
〇
〇

五
三
、
二
〇
〇
円

五
九
、
八
〇
〇

五
九
、
八
〇
〇
円

五
八
、
八
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇
円

六
六
、
五
〇
〇

六
六
、
五
〇
〇
円

六
一
、
五
〇
〇

六
一
、
五
〇
〇
円

六
九
、
六
〇
〇

六
九
、
六
〇
〇
円

五
二
、
七
〇
〇

五
二
、
七
〇
〇
円

五
四
、
四
〇
〇

五
四
、
四
〇
〇
円

五
四
、
九
〇
〇

五
四
、
九
〇
〇
円

五
三
、
七
〇
〇

五
三
、
七
〇
〇
円

五
三
、
九
〇
〇

五
三
、
九
〇
〇
円
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県
営
将
監
第
四
住
宅

県
営
将
監
第
五
住
宅

県
営
加
茂
住
宅

県
営
加
茂
第
二
住
宅

県
営
虹
の
丘
住
宅

同同同同同

昭
和
四
十
七

年
度

同昭
和
四
十
九

年
度

同昭
和
五
十
年

度昭
和
五
十
八

年
度

昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
七

年
度

同昭
和
五
十
八

年
度

同同昭
和
六
十
年

度同同昭
和
六
十
三

年
度

同同昭
和
六
十
一

年
度

同

同同同同簡
易
耐

火
造

中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同

四
三
・
五

四
三
・
五

四
四
・
六

五
七
・
九

六
一
・
四

六
〇
・
七

五
七
・
〇

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
五

六
〇
・
七

六
四
・
六

六
〇
・
五

六
四
・
六

七
二
・
二

六
〇
・
五

六
四
・
六

七
二
・
二

六
〇
・
一

六
八
・
四

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
〇

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
〇

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
〇

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
〇

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
〇

〇
・
四
六
七

〇
・
四
六
七
一

〇
・
三
八
八

〇
・
三
八
八
八

〇
・
四
一
二

〇
・
四
一
二
九

〇
・
五
三
六

〇
・
五
三
六
〇

〇
・
五
七
八

〇
・
五
七
八
三

〇
・
六
四
九

〇
・
六
四
九
六

〇
・
五
七
八

〇
・
五
七
八
三

〇
・
六
二
八

〇
・
六
二
八
九

〇
・
七
一
五

〇
・
七
一
五
八

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
三

〇
・
六
四
五

〇
・
六
四
五
四

〇
・
六
八
六

〇
・
六
八
六
九

〇
・
六
六
二

〇
・
六
六
二
六

〇
・
七
〇
七

〇
・
七
〇
七
五

〇
・
七
九
〇

〇
・
七
九
〇
七

〇
・
六
九
一

〇
・
六
九
一
五

〇
・
七
三
八

〇
・
七
三
八
四

〇
・
八
二
五

〇
・
八
二
五
二

〇
・
六
七
六

〇
・
六
七
六
〇

〇
・
七
六
九

〇
・
七
六
九
四

四
五
、
八
〇
〇

四
五
、
八
〇
〇
円

三
〇
、
九
〇
〇

三
〇
、
九
〇
〇
円

三
三
、
七
〇
〇

三
三
、
七
〇
〇
円

四
一
、
一
〇
〇

四
一
、
一
〇
〇
円

四
四
、
八
〇
〇

四
四
、
八
〇
〇
円

六
三
、
四
〇
〇

六
三
、
四
〇
〇
円

四
八
、
二
〇
〇

四
八
、
二
〇
〇
円

五
三
、
七
〇
〇

五
三
、
七
〇
〇
円

六
〇
、
四
〇
〇

六
〇
、
四
〇
〇
円

五
七
、
六
〇
〇

五
七
、
六
〇
〇
円

五
七
、
八
〇
〇

五
七
、
八
〇
〇
円

六
一
、
三
〇
〇

六
一
、
三
〇
〇
円

五
八
、
六
〇
〇

五
八
、
六
〇
〇
円

六
二
、
三
〇
〇

六
二
、
三
〇
〇
円

六
九
、
六
〇
〇

六
九
、
六
〇
〇
円

五
六
、
九
〇
〇

五
六
、
九
〇
〇
円

六
〇
、
三
〇
〇

六
〇
、
三
〇
〇
円

六
七
、
三
〇
〇

六
七
、
三
〇
〇
円

六
六
、
〇
〇
〇

六
六
、
〇
〇
〇
円

七
五
、
一
〇
〇

七
五
、
一
〇
〇
円

県
営
将
監
第
一
住
宅

県
営
将
監
第
一
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
将
監
第
二
住
宅

県
営
将
監
第
三
住
宅

同同同同

同同同同同同同同昭
和
四
十
六

年
度

同同同同同同同同昭
和
四
十
七

年
度

昭
和
四
十
九

年
度

同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

五
七
・
六

六
三
・
一

七
九
・
四

七
九
・
六

七
九
・
九

八
〇
・
五

四
〇
・
二

四
〇
・
二

四
〇
・
八

四
〇
・
八

四
〇
・
八

四
〇
・
八

五
八
・
二

六
四
・
三

七
九
・
九

八
一
・
七

三
七
・
一

四
三
・
五

四
四
・
六

四
四
・
六

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
六
八
一

〇
・
六
八
一
六

〇
・
七
四
六

〇
・
七
四
六
七

〇
・
七
七
三

〇
・
七
七
三
〇

〇
・
九
〇
九

〇
・
九
〇
九
五

〇
・
八
八
六

〇
・
八
八
六
五

〇
・
九
三
一

〇
・
九
三
一
三

〇
・
四
五
九

〇
・
四
五
九
二

〇
・
三
四
六

〇
・
三
四
六
四

〇
・
三
五
八

〇
・
三
五
八
一

〇
・
四
三
八

〇
・
四
三
八
二

〇
・
四
六
五

〇
・
四
六
五
八

〇
・
四
七
〇

〇
・
四
七
〇
〇

〇
・
六
七
〇

〇
・
六
七
〇
五

〇
・
七
四
〇

〇
・
七
四
〇
九

〇
・
九
一
二

〇
・
九
一
二
三

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
四

〇
・
三
二
五

〇
・
三
二
五
六

〇
・
三
八
八

〇
・
三
八
八
八

〇
・
四
一
二

〇
・
四
一
二
九

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
八

九
三
、
六
〇
〇

九
三
、
六
〇
〇
円

九
五
、
九
〇
〇

九
五
、
九
〇
〇
円

七
四
、
六
〇
〇

七
四
、
六
〇
〇
円

一
一
一
、
一
〇
〇

一
一
一
、
一
〇
〇
円

九
二
、
一
〇
〇

九
二
、
一
〇
〇
円

一
一
〇
、
六
〇
〇

一
一
〇
、
六
〇
〇
円

五
五
、
五
〇
〇

五
五
、
五
〇
〇
円

二
四
、
〇
〇
〇

二
四
、
〇
〇
〇
円

二
五
、
三
〇
〇

二
五
、
三
〇
〇
円

四
〇
、
二
〇
〇

四
〇
、
二
〇
〇
円

五
二
、
六
〇
〇

五
二
、
六
〇
〇
円

五
三
、
五
〇
〇

五
三
、
五
〇
〇
円

七
九
、
三
〇
〇

七
九
、
三
〇
〇
円

八
一
、
三
〇
〇

八
一
、
三
〇
〇
円

一
〇
五
、
四
〇
〇

一
〇
五
、
四
〇
〇
円

一
〇
七
、
一
〇
〇

一
〇
七
、
一
〇
〇
円

二
五
、
五
〇
〇

二
五
、
五
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇

三
〇
、
三
〇
〇
円

二
九
、
六
〇
〇

二
九
、
六
〇
〇
円

四
四
、
四
〇
〇

四
四
、
四
〇
〇
円
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県
営
石
巻
蛇
田
住
宅

石
巻
市

同同同同同同平
成
五
年
度

同同同同同同同同同同同平
成
六
年
度

同

同高
層
耐

火
造

同同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同

七
九
・
八

五
七
・
七

五
八
・
五

六
七
・
七

七
〇
・
六

八
一
・
九

五
〇
・
四

五
二
・
六

六
二
・
九

六
三
・
一

六
三
・
六

六
三
・
八

六
五
・
五

六
五
・
九

六
六
・
一

六
六
・
七

七
四
・
八

七
九
・
四

五
〇
・
四

五
二
・
六

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

一
・
〇
四
二

一
・
〇
四
二
八

〇
・
七
五
四

〇
・
七
五
四
〇

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
五

〇
・
八
八
四

〇
・
八
八
四
七

〇
・
九
二
二

〇
・
九
二
二
六

一
・
〇
七
〇

一
・
〇
七
〇
三

〇
・
五
〇
八

〇
・
五
〇
八
四

〇
・
五
三
〇

〇
・
五
三
〇
六

〇
・
六
三
四

〇
・
六
三
四
五

〇
・
六
三
六

〇
・
六
三
六
五

〇
・
六
四
一

〇
・
六
四
一
五

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
六

〇
・
六
六
〇

〇
・
六
六
〇
七

〇
・
六
六
四

〇
・
六
六
四
八

〇
・
六
六
六

〇
・
六
六
六
八

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
八

〇
・
七
五
四

〇
・
七
五
四
五

〇
・
八
〇
一

〇
・
八
〇
一
〇

〇
・
五
一
五

〇
・
五
一
五
〇

〇
・
五
三
七

〇
・
五
三
七
五

一
〇
九
、
二
〇
〇

一
〇
九
、
二
〇
〇
円

八
一
、
七
〇
〇

八
一
、
七
〇
〇
円

八
二
、
〇
〇
〇

八
二
、
〇
〇
〇
円

九
五
、
八
〇
〇

九
五
、
八
〇
〇
円

九
九
、
六
〇
〇

九
九
、
六
〇
〇
円

一
一
五
、
六
〇
〇

一
一
五
、
六
〇
〇
円

五
九
、
七
〇
〇

五
九
、
七
〇
〇
円

六
一
、
九
〇
〇

六
一
、
九
〇
〇
円

七
四
、
七
〇
〇

七
四
、
七
〇
〇
円

七
四
、
二
〇
〇

七
四
、
二
〇
〇
円

七
三
、
四
〇
〇

七
三
、
四
〇
〇
円

七
四
、
四
〇
〇

七
四
、
四
〇
〇
円

七
七
、
八
〇
〇

七
七
、
八
〇
〇
円

七
七
、
三
〇
〇

七
七
、
三
〇
〇
円

七
六
、
七
〇
〇

七
六
、
七
〇
〇
円

七
九
、
五
〇
〇

七
九
、
五
〇
〇
円

八
五
、
八
〇
〇

八
五
、
八
〇
〇
円

九
二
、
〇
〇
〇

九
二
、
〇
〇
〇
円

六
四
、
二
〇
〇

六
四
、
二
〇
〇
円

六
六
、
七
〇
〇

六
六
、
七
〇
〇
円

県
営
七
北
田
住
宅

県
営
加
茂
第
三
住
宅

県
営
黒
松
第
四
住
宅

県
営
松
陵
住
宅

同同同同

昭
和
六
十
三

年
度

同同同平
成
元
年
度

同同同平
成
三
年
度

同同同同同同同同平
成
六
年
度

同同

高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同中
層
耐

火
造

同同

五
六
・
九

六
六
・
四

七
四
・
四

七
五
・
六

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

五
〇
・
六

五
五
・
六

六
六
・
七

七
九
・
八

五
七
・
七

五
八
・
五

六
七
・
七

七
〇
・
六

八
一
・
九

五
〇
・
六

五
五
・
六

六
六
・
七

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
一
八

〇
・
九
一
八
二

〇
・
九
一
八

〇
・
九
一
八
二

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
七
一
五

〇
・
七
一
五
六

〇
・
八
三
五

〇
・
八
三
五
一

〇
・
九
三
五

〇
・
九
三
五
八

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
八

〇
・
七
〇
三

〇
・
七
〇
三
七

〇
・
八
〇
〇

〇
・
八
〇
〇
九

〇
・
七
一
二

〇
・
七
一
二
六

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
一

〇
・
六
三
五

〇
・
六
三
五
七

〇
・
六
九
八

〇
・
六
九
八
五

〇
・
八
三
八

〇
・
八
三
八
〇

一
・
〇
〇
二

一
・
〇
〇
二
五

〇
・
七
二
四

〇
・
七
二
四
九

〇
・
七
三
五

〇
・
七
三
五
〇

〇
・
八
五
〇

〇
・
八
五
〇
五

〇
・
八
八
七

〇
・
八
八
七
〇

一
・
〇
二
九

一
・
〇
二
九
〇

〇
・
六
六
一

〇
・
六
六
一
二

〇
・
七
二
六

〇
・
七
二
六
五

〇
・
八
七
一

〇
・
八
七
一
六

六
三
、
三
〇
〇

六
三
、
三
〇
〇
円

七
二
、
六
〇
〇

七
二
、
六
〇
〇
円

七
六
、
八
〇
〇

七
六
、
八
〇
〇
円

八
二
、
〇
〇
〇

八
二
、
〇
〇
〇
円

五
四
、
七
〇
〇

五
四
、
七
〇
〇
円

六
一
、
四
〇
〇

六
一
、
四
〇
〇
円

五
六
、
九
〇
〇

五
六
、
九
〇
〇
円

六
三
、
二
〇
〇

六
三
、
二
〇
〇
円

五
〇
、
六
〇
〇

五
〇
、
六
〇
〇
円

五
五
、
四
〇
〇

五
五
、
四
〇
〇
円

六
六
、
六
〇
〇

六
六
、
六
〇
〇
円

八
〇
、
二
〇
〇

八
〇
、
二
〇
〇
円

五
八
、
二
〇
〇

五
八
、
二
〇
〇
円

五
九
、
五
〇
〇

五
九
、
五
〇
〇
円

六
八
、
九
〇
〇

六
八
、
九
〇
〇
円

七
一
、
八
〇
〇

七
一
、
八
〇
〇
円

八
三
、
三
〇
〇

八
三
、
三
〇
〇
円

六
七
、
四
〇
〇

六
七
、
四
〇
〇
円

七
一
、
一
〇
〇

七
一
、
一
〇
〇
円

八
七
、
二
〇
〇

八
七
、
二
〇
〇
円
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県
営
石
巻
吉
野
住
宅

県
営
石
巻
吉
野
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
河
南
鹿
又
住
宅

県
営
桃
生
中
津
山
住

宅県
営
石
巻
門
脇
住
宅

県
営
石
巻
黄
金
浜
住

宅県
営
石
巻
西
境
谷
地

住
宅

県
営
石
巻
渡
波
住
宅

県
営
石
巻
渡
波
住
宅

（
老
人
世
帯
向
け
住

宅
）

同同同同同同同同同

同同同同同昭
和
五
十
八

年
度

同昭
和
六
十
三

年
度

平
成
二
年
度

昭
和
六
十
三

年
度

同平
成
二
年
度

同平
成
四
年
度

同同平
成
九
年
度

同同同

同同同同同中
層
耐

火
造

同木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同

六
二
・
二

六
三
・
二

七
四
・
九

七
七
・
二

六
三
・
二

六
〇
・
五

六
四
・
六

六
六
・
四

六
六
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

四
八
・
三

六
六
・
八

七
二
・
八

六
五
・
三

七
七
・
八

五
五
・
八

六
五
・
三

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
二

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
二

〇
・
九
六
三

〇
・
九
六
三
四

〇
・
九
六
三

〇
・
九
六
三
四

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
八

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
八

〇
・
九
四
五

〇
・
九
四
五
〇

〇
・
九
四
五

〇
・
九
四
五
〇

〇
・
九
八
〇

〇
・
九
八
〇
七

〇
・
九
八
〇

〇
・
九
八
〇
七

〇
・
九
八
〇

〇
・
九
八
〇
七

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
五
一
五

〇
・
五
一
五
四

〇
・
五
二
三

〇
・
五
二
三
七

〇
・
六
二
〇

〇
・
六
二
〇
七

〇
・
六
三
九

〇
・
六
三
九
七

〇
・
五
二
三

〇
・
五
二
三
七

〇
・
四
九
一

〇
・
四
九
一
二

〇
・
五
二
四

〇
・
五
二
四
五

〇
・
五
二
九

〇
・
五
二
九
〇

〇
・
五
五
五

〇
・
五
五
五
一

〇
・
五
四
一

〇
・
五
四
一
九

〇
・
六
一
六

〇
・
六
一
六
七

〇
・
五
五
〇

〇
・
五
五
〇
七

〇
・
六
二
六

〇
・
六
二
六
七

〇
・
四
七
一

〇
・
四
七
一
七

〇
・
六
五
二

〇
・
六
五
二
四

〇
・
七
一
一

〇
・
七
一
一
〇

〇
・
六
四
六

〇
・
六
四
六
一

〇
・
七
六
九

〇
・
七
六
九
八

〇
・
五
五
二

〇
・
五
五
二
一

〇
・
六
四
六

〇
・
六
四
六
一

五
四
、
八
〇
〇

五
四
、
八
〇
〇
円

五
六
、
一
〇
〇

五
六
、
一
〇
〇
円

六
五
、
六
〇
〇

六
五
、
六
〇
〇
円

六
八
、
四
〇
〇

六
八
、
四
〇
〇
円

五
三
、
三
〇
〇

五
三
、
三
〇
〇
円

五
〇
、
四
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇
円

五
三
、
四
〇
〇

五
三
、
四
〇
〇
円

四
五
、
一
〇
〇

四
五
、
一
〇
〇
円

四
五
、
六
〇
〇

四
五
、
六
〇
〇
円

五
〇
、
六
〇
〇

五
〇
、
六
〇
〇
円

五
七
、
四
〇
〇

五
七
、
四
〇
〇
円

三
八
、
六
〇
〇

三
八
、
六
〇
〇
円

四
三
、
三
〇
〇

四
三
、
三
〇
〇
円

三
四
、
二
〇
〇

三
四
、
二
〇
〇
円

四
九
、
三
〇
〇

四
九
、
三
〇
〇
円

四
九
、
四
〇
〇

四
九
、
四
〇
〇
円

九
二
、
二
〇
〇

九
二
、
二
〇
〇
円

一
〇
九
、
七
〇
〇

一
〇
九
、
七
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇

七
九
、
〇
〇
〇
円

九
二
、
二
〇
〇

九
二
、
二
〇
〇
円

県
営
石
巻
水
押
住
宅

県
営
石
巻
鹿
妻
住
宅

同同

同同同同同同同同同同昭
和
五
十
年

度同昭
和
五
十
一

年
度

昭
和
五
十
二

年
度

同昭
和
五
十
三

年
度

同同同昭
和
五
十
九

年
度

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

六
二
・
九

六
三
・
一

六
三
・
六

六
三
・
八

六
五
・
五

六
五
・
九

六
六
・
一

六
六
・
七

七
四
・
八

七
九
・
四

四
四
・
六

五
一
・
二

五
五
・
九

五
五
・
九

五
五
・
九

四
五
・
〇

五
五
・
九

五
九
・
三

六
六
・
七

四
九
・
五

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
七

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
七

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
八

〇
・
六
四
九

〇
・
六
四
九
九

〇
・
六
五
二

〇
・
六
五
二
〇

〇
・
六
六
九

〇
・
六
六
九
三

〇
・
六
七
三

〇
・
六
七
三
四

〇
・
六
七
五

〇
・
六
七
五
五

〇
・
六
八
一

〇
・
六
八
一
六

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
四

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
四

〇
・
三
二
六

〇
・
三
二
六
四

〇
・
三
七
四

〇
・
三
七
四
七

〇
・
四
一
三

〇
・
四
一
三
五

〇
・
四
二
〇

〇
・
四
二
〇
二

〇
・
四
二
〇

〇
・
四
二
〇
四

〇
・
三
四
三

〇
・
三
四
三
八

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
一

〇
・
四
五
三

〇
・
四
五
三
一

〇
・
五
〇
九

〇
・
五
〇
九
六

〇
・
四
一
〇

〇
・
四
一
〇
二

八
〇
、
四
〇
〇

八
〇
、
四
〇
〇
円

七
九
、
八
〇
〇

七
九
、
八
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇

七
九
、
〇
〇
〇
円

八
〇
、
一
〇
〇

八
〇
、
一
〇
〇
円

八
三
、
七
〇
〇

八
三
、
七
〇
〇
円

八
三
、
一
〇
〇

八
三
、
一
〇
〇
円

八
二
、
五
〇
〇

八
二
、
五
〇
〇
円

八
五
、
五
〇
〇

八
五
、
五
〇
〇
円

九
二
、
四
〇
〇

九
二
、
四
〇
〇
円

九
九
、
〇
〇
〇

九
九
、
〇
〇
〇
円

三
一
、
一
〇
〇

三
一
、
一
〇
〇
円

三
四
、
三
〇
〇

三
四
、
三
〇
〇
円

三
四
、
六
〇
〇

三
四
、
六
〇
〇
円

三
六
、
四
〇
〇

三
六
、
四
〇
〇
円

三
六
、
四
〇
〇

三
六
、
四
〇
〇
円

二
九
、
一
〇
〇

二
九
、
一
〇
〇
円

三
五
、
四
〇
〇

三
五
、
四
〇
〇
円

三
七
、
三
〇
〇

三
七
、
三
〇
〇
円

四
一
、
九
〇
〇

四
一
、
九
〇
〇
円

四
四
、
一
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇
円
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県
営
塩
釜
舟
入
住
宅

県
営
気
仙
沼
鹿
折
住

宅県
営
本
吉
大
沢
住
宅

県
営
白
石
寿
山
住
宅

県
営
名
取
田
高
住
宅

県
営
名
取
飯
野
坂
住

宅

同気
仙
沼
市

同白
石
市

名
取
市

同

同同同同昭
和
五
十
一

年
度

同昭
和
五
十
三

年
度

平
成
元
年
度

同昭
和
四
十
九

年
度

同昭
和
五
十
一

年
度

同同平
成
四
年
度

同同同同同

同同同同中
層
耐

火
造

同同木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同

六
八
・
七

六
九
・
〇

七
九
・
二

七
九
・
九

五
一
・
二

五
二
・
五

五
二
・
五

六
六
・
四

六
八
・
八

四
六
・
五

四
六
・
五

五
一
・
二

五
二
・
五

五
五
・
九

四
八
・
三

六
三
・
五

六
六
・
八

七
二
・
八

七
三
・
〇

七
九
・
九

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
九

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
九

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
九

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
八

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
八

〇
・
九
一
六

〇
・
九
一
六
五

〇
・
九
一
六

〇
・
九
一
六
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
四

〇
・
五
八
二

〇
・
五
八
二
九

〇
・
六
六
九

〇
・
六
六
九
一

〇
・
六
七
五

〇
・
六
七
五
〇

〇
・
三
四
三

〇
・
三
四
三
〇

〇
・
三
五
一

〇
・
三
五
一
七

〇
・
三
六
三

〇
・
三
六
三
五

〇
・
四
八
〇

〇
・
四
八
〇
四

〇
・
四
九
七

〇
・
四
九
七
八

〇
・
三
〇
一

〇
・
三
〇
一
九

〇
・
三
〇
一

〇
・
三
〇
一
九

〇
・
三
九
七

〇
・
三
九
七
六

〇
・
四
〇
七

〇
・
四
〇
七
六

〇
・
四
三
四

〇
・
四
三
四
一

〇
・
四
九
〇

〇
・
四
九
〇
二

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
五

〇
・
六
七
八

〇
・
六
七
八
〇

〇
・
七
三
九

〇
・
七
三
九
〇

〇
・
七
四
〇

〇
・
七
四
〇
九

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
〇

五
五
、
九
〇
〇

五
五
、
九
〇
〇
円

五
六
、
二
〇
〇

五
六
、
二
〇
〇
円

六
四
、
三
〇
〇

六
四
、
三
〇
〇
円

六
五
、
〇
〇
〇

六
五
、
〇
〇
〇
円

三
〇
、
一
〇
〇

三
〇
、
一
〇
〇
円

三
一
、
五
〇
〇

三
一
、
五
〇
〇
円

三
一
、
二
〇
〇

三
一
、
二
〇
〇
円

四
七
、
二
〇
〇

四
七
、
二
〇
〇
円

四
八
、
六
〇
〇

四
八
、
六
〇
〇
円

二
〇
、
四
〇
〇

二
〇
、
四
〇
〇
円

二
六
、
四
〇
〇

二
六
、
四
〇
〇
円

三
二
、
八
〇
〇

三
二
、
八
〇
〇
円

三
三
、
五
〇
〇

三
三
、
五
〇
〇
円

三
六
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇
円

三
九
、
六
〇
〇

三
九
、
六
〇
〇
円

五
二
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇
円

五
七
、
四
〇
〇

五
七
、
四
〇
〇
円

五
七
、
六
〇
〇

五
七
、
六
〇
〇
円

五
七
、
六
〇
〇

五
七
、
六
〇
〇
円

六
五
、
五
〇
〇

六
五
、
五
〇
〇
円

県
営
塩
釜
清
水
沢
住

宅県
営
塩
釜
庚
塚
住
宅

県
営
塩
釜
北
浜
住
宅

県
営
塩
釜
天
満
崎
住

宅

塩
竈
市

同同同

昭
和
五
十
年

度同昭
和
五
十
一

年
度

同同平
成
元
年
度

同同同平
成
四
年
度

同同同昭
和
五
十
四

年
度

同昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
六

年
度

同昭
和
六
十
二

年
度

同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同

五
一
・
二

五
七
・
九

三
二
・
七

五
一
・
二

五
七
・
九

五
一
・
〇

六
四
・
〇

六
四
・
六

七
七
・
七

五
一
・
〇

六
四
・
〇

六
四
・
六

七
七
・
七

五
七
・
〇

五
九
・
三

六
三
・
一

五
九
・
三

六
一
・
八

五
七
・
〇

六
八
・
四

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
三
一

〇
・
九
三
一
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
五

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
三
六
四

〇
・
三
六
四
〇

〇
・
四
一
一

〇
・
四
一
一
七

〇
・
二
三
六

〇
・
二
三
六
四

〇
・
三
七
〇

〇
・
三
七
〇
二

〇
・
四
一
八

〇
・
四
一
八
七

〇
・
四
五
四

〇
・
四
五
四
〇

〇
・
五
六
九

〇
・
五
六
九
八

〇
・
五
七
五

〇
・
五
七
五
一

〇
・
六
九
一

〇
・
六
九
一
七

〇
・
四
七
二

〇
・
四
七
二
七

〇
・
五
九
三

〇
・
五
九
三
三

〇
・
五
九
八

〇
・
五
九
八
八

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
二

〇
・
四
四
六

〇
・
四
四
六
七

〇
・
四
六
四

〇
・
四
六
四
七

〇
・
四
九
二

〇
・
四
九
二
三

〇
・
四
六
七

〇
・
四
六
七
七

〇
・
四
八
七

〇
・
四
八
七
四

〇
・
四
八
一

〇
・
四
八
一
五

〇
・
五
七
七

〇
・
五
七
七
九

二
七
、
七
〇
〇

二
七
、
七
〇
〇
円

三
〇
、
四
〇
〇

三
〇
、
四
〇
〇
円

三
一
、
六
〇
〇

三
一
、
六
〇
〇
円

三
一
、
一
〇
〇

三
一
、
一
〇
〇
円

三
三
、
五
〇
〇

三
三
、
五
〇
〇
円

三
四
、
五
〇
〇

三
四
、
五
〇
〇
円

四
三
、
二
〇
〇

四
三
、
二
〇
〇
円

四
三
、
六
〇
〇

四
三
、
六
〇
〇
円

五
二
、
四
〇
〇

五
二
、
四
〇
〇
円

四
七
、
六
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇
円

五
九
、
七
〇
〇

五
九
、
七
〇
〇
円

六
〇
、
三
〇
〇

六
〇
、
三
〇
〇
円

七
二
、
四
〇
〇

七
二
、
四
〇
〇
円

三
四
、
四
〇
〇

三
四
、
四
〇
〇
円

三
五
、
六
〇
〇

三
五
、
六
〇
〇
円

三
五
、
七
〇
〇

三
五
、
七
〇
〇
円

三
六
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇
円

三
八
、
三
〇
〇

三
八
、
三
〇
〇
円

四
六
、
五
〇
〇

四
六
、
五
〇
〇
円

五
五
、
七
〇
〇

五
五
、
七
〇
〇
円
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県
営
多
賀
城
八
幡
住

宅県
営
多
賀
城
大
代
住

宅県
営
多
賀
城
中
峯
元

住
宅

県
営
多
賀
城
浮
島
住

宅県
営
岩
沼
亀
塚
住
宅

多
賀
城
市

同同同岩
沼
市

昭
和
三
十
三

年
度

昭
和
三
十
四

年
度

昭
和
三
十
五

年
度

昭
和
四
十
一

年
度

昭
和
六
十
年

度同同同昭
和
六
十
一

年
度

同同平
成
三
年
度

同昭
和
五
十
年

度昭
和
五
十
二

年
度

昭
和
五
十
三

年
度

同同昭
和
四
十
七

年
度

昭
和
四
十
九

年
度

同同同同高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同

三
六
・
四

三
六
・
四

三
六
・
四

四
〇
・
三

五
三
・
六

六
二
・
〇

六
八
・
九

六
八
・
九

五
五
・
三

六
八
・
二

七
八
・
三

五
五
・
〇

六
八
・
〇

四
六
・
五

五
七
・
〇

四
五
・
〇

五
五
・
九

六
六
・
七

四
三
・
五

四
四
・
六

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
五
一

〇
・
九
五
一
四

〇
・
九
五
一

〇
・
九
五
一
四

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
二
〇
六

〇
・
二
〇
六
八

〇
・
二
一
一

〇
・
二
一
一
八

〇
・
二
一
六

〇
・
二
一
六
七

〇
・
二
七
二

〇
・
二
七
二
九

〇
・
五
〇
一

〇
・
五
〇
一
七

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
三

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
九

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
九

〇
・
五
二
五

〇
・
五
二
五
一

〇
・
六
四
七

〇
・
六
四
七
七

〇
・
七
四
三

〇
・
七
四
三
六

〇
・
五
八
二

〇
・
五
八
二
八

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
五

〇
・
三
六
六

〇
・
三
六
六
二

〇
・
四
七
六

〇
・
四
七
六
四

〇
・
三
八
二

〇
・
三
八
二
三

〇
・
四
七
四

〇
・
四
七
四
九

〇
・
五
六
六

〇
・
五
六
六
六

〇
・
三
〇
二

〇
・
三
〇
二
八

〇
・
三
一
八

〇
・
三
一
八
六

一
〇
、
九
〇
〇

一
〇
、
九
〇
〇
円

一
一
、
八
〇
〇

一
一
、
八
〇
〇
円

一
二
、
七
〇
〇

一
二
、
七
〇
〇
円

一
七
、
六
〇
〇

一
七
、
六
〇
〇
円

四
七
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇
円

五
四
、
五
〇
〇

五
四
、
五
〇
〇
円

五
九
、
三
〇
〇

五
九
、
三
〇
〇
円

六
〇
、
一
〇
〇

六
〇
、
一
〇
〇
円

五
〇
、
五
〇
〇

五
〇
、
五
〇
〇
円

六
二
、
〇
〇
〇

六
二
、
〇
〇
〇
円

七
〇
、
九
〇
〇

七
〇
、
九
〇
〇
円

四
一
、
九
〇
〇

四
一
、
九
〇
〇
円

五
一
、
六
〇
〇

五
一
、
六
〇
〇
円

三
〇
、
二
〇
〇

三
〇
、
二
〇
〇
円

三
八
、
三
〇
〇

三
八
、
三
〇
〇
円

三
〇
、
七
〇
〇

三
〇
、
七
〇
〇
円

三
七
、
七
〇
〇

三
七
、
七
〇
〇
円

四
四
、
六
〇
〇

四
四
、
六
〇
〇
円

二
二
、
二
〇
〇

二
二
、
二
〇
〇
円

二
一
、
六
〇
〇

二
一
、
六
〇
〇
円

県
営
名
取
名
取
が
丘

四
丁
目
住
宅

県
営
名
取
谷
津
山
住

宅県
営
名
取
手
倉
田
第

二
住
宅

県
営
名
取
増
田
住
宅

県
営
角
田
横
倉
住
宅

同同同同角
田
市

平
成
七
年
度

同同同平
成
五
年
度

同同同同同同同昭
和
五
十
六

年
度

昭
和
六
十
年

度昭
和
六
十
一

年
度

平
成
三
年
度

同同平
成
五
年
度

同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

五
五
・
〇

六
五
・
七

七
〇
・
四

七
八
・
六

五
五
・
一

五
八
・
一

六
五
・
一

六
五
・
五

六
七
・
五

六
八
・
四

七
四
・
九

七
九
・
六

六
一
・
八

六
〇
・
七

六
〇
・
七

五
六
・
一

六
七
・
二

七
九
・
九

六
四
・
四

七
四
・
四

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
四
三

〇
・
九
四
三
一

〇
・
九
四
三

〇
・
九
四
三
六

〇
・
九
四
三

〇
・
九
四
三
六

〇
・
九
九
三

〇
・
九
九
三
六

〇
・
九
九
三

〇
・
九
九
三
六

〇
・
九
九
三

〇
・
九
九
三
六

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
五
八
一

〇
・
五
八
一
九

〇
・
六
九
五

〇
・
六
九
五
一

〇
・
七
四
四

〇
・
七
四
四
九

〇
・
八
三
一

〇
・
八
三
一
七

〇
・
五
六
七

〇
・
五
六
七
二

〇
・
五
九
八

〇
・
五
九
八
一

〇
・
六
七
〇

〇
・
六
七
〇
二

〇
・
六
七
四

〇
・
六
七
四
三

〇
・
六
九
四

〇
・
六
九
四
九

〇
・
七
〇
四

〇
・
七
〇
四
二

〇
・
七
七
一

〇
・
七
七
一
一

〇
・
八
一
九

〇
・
八
一
九
五

〇
・
五
二
九

〇
・
五
二
九
二

〇
・
五
五
二

〇
・
五
五
二
二

〇
・
五
六
〇

〇
・
五
六
〇
二

〇
・
五
八
四

〇
・
五
八
四
三

〇
・
六
九
九

〇
・
六
九
九
九

〇
・
八
三
二

〇
・
八
三
二
二

〇
・
五
七
六

〇
・
五
七
六
二

〇
・
六
六
五

〇
・
六
六
五
七

七
七
、
五
〇
〇

七
七
、
五
〇
〇
円

八
九
、
六
〇
〇

八
九
、
六
〇
〇
円

九
五
、
九
〇
〇

九
五
、
九
〇
〇
円

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円

六
〇
、
八
〇
〇

六
〇
、
八
〇
〇
円

六
三
、
五
〇
〇

六
三
、
五
〇
〇
円

七
二
、
九
〇
〇

七
二
、
九
〇
〇
円

七
一
、
九
〇
〇

七
一
、
九
〇
〇
円

七
四
、
八
〇
〇

七
四
、
八
〇
〇
円

七
四
、
六
〇
〇

七
四
、
六
〇
〇
円

八
二
、
一
〇
〇

八
二
、
一
〇
〇
円

八
六
、
五
〇
〇

八
六
、
五
〇
〇
円

四
三
、
七
〇
〇

四
三
、
七
〇
〇
円

四
六
、
五
〇
〇

四
六
、
五
〇
〇
円

四
七
、
八
〇
〇

四
七
、
八
〇
〇
円

三
九
、
八
〇
〇

三
九
、
八
〇
〇
円

四
七
、
二
〇
〇

四
七
、
二
〇
〇
円

五
六
、
一
〇
〇

五
六
、
一
〇
〇
円

七
九
、
三
〇
〇

七
九
、
三
〇
〇
円

九
〇
、
〇
〇
〇

九
〇
、
〇
〇
〇
円
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県
営
迫
萩
洗
住
宅

県
営
若
柳
川
南
住
宅

県
営
築
館
萩
沢
住
宅

県
営
若
柳
川
南
第
二

住
宅

県
営
鶯
沢
柳
沢
住
宅

県
営
築
館
久
伝
住
宅

県
営
若
柳
新
堤
下
住

宅

同栗
原
市

同同同同同

平
成
四
年
度

同同同平
成
七
年
度

同平
成
七
年
度

同同昭
和
五
十
六

年
度

平
成
元
年
度

同平
成
二
年
度

平
成
三
年
度

平
成
四
年
度

同同同昭
和
五
十
年

度同

中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同木
造

同同同中
層
耐

火
造

同同木
造

中
層
耐

火
造

同

五
一
・
六

六
四
・
七

六
五
・
二

七
八
・
三

六
六
・
〇

六
九
・
〇

五
六
・
〇

六
七
・
四

七
九
・
四

六
一
・
八

六
七
・
二

六
八
・
四

七
一
・
六

七
一
・
六

五
六
・
九

六
五
・
三

六
八
・
〇

七
七
・
六

四
六
・
五

五
一
・
二

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
九

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
九

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
九

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
五

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
五
四

〇
・
九
五
四
〇

〇
・
九
五
四

〇
・
九
五
四
〇

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
三

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
三

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
三

〇
・
九
七
六

〇
・
九
七
六
七

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
四
七
九

〇
・
四
七
九
六

〇
・
六
〇
一

〇
・
六
〇
一
四

〇
・
六
〇
六

〇
・
六
〇
六
〇

〇
・
七
二
七

〇
・
七
二
七
八

〇
・
六
三
七

〇
・
六
三
七
七

〇
・
六
六
六

〇
・
六
六
六
八

〇
・
五
三
四

〇
・
五
三
四
〇

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
八

〇
・
七
五
七

〇
・
七
五
七
二

〇
・
四
五
一

〇
・
四
五
一
四

〇
・
四
八
九

〇
・
四
八
九
六

〇
・
四
九
八

〇
・
四
九
八
四

〇
・
五
五
三

〇
・
五
五
三
三

〇
・
五
六
六

〇
・
五
六
六
三

〇
・
五
一
二

〇
・
五
一
二
六

〇
・
五
八
八

〇
・
五
八
八
三

〇
・
六
一
二

〇
・
六
一
二
六

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
八

〇
・
三
一
四

〇
・
三
一
四
四

〇
・
三
四
六

〇
・
三
四
六
二

三
三
、
二
〇
〇

三
三
、
二
〇
〇
円

四
一
、
八
〇
〇

四
一
、
八
〇
〇
円

四
一
、
八
〇
〇

四
一
、
八
〇
〇
円

五
〇
、
三
〇
〇

五
〇
、
三
〇
〇
円

八
三
、
一
〇
〇

八
三
、
一
〇
〇
円

八
六
、
一
〇
〇

八
六
、
一
〇
〇
円

七
七
、
三
〇
〇

七
七
、
三
〇
〇
円

八
八
、
四
〇
〇

八
八
、
四
〇
〇
円

一
〇
一
、
二
〇
〇

一
〇
一
、
二
〇
〇
円

三
九
、
二
〇
〇

三
九
、
二
〇
〇
円

四
七
、
五
〇
〇

四
七
、
五
〇
〇
円

四
八
、
四
〇
〇

四
八
、
四
〇
〇
円

四
六
、
二
〇
〇

四
六
、
二
〇
〇
円

四
七
、
七
〇
〇

四
七
、
七
〇
〇
円

三
八
、
四
〇
〇

三
八
、
四
〇
〇
円

四
四
、
二
〇
〇

四
四
、
二
〇
〇
円

四
五
、
九
〇
〇

四
五
、
九
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

二
九
、
六
〇
〇

二
九
、
六
〇
〇
円

三
一
、
八
〇
〇

三
一
、
八
〇
〇
円

県
営
岩
沼
相
の
原
住

宅県
営
岩
沼
相
の
原
住

宅
（
身
体
障
害
者
向

け
住
宅
）

県
営
岩
沼
千
貫
住
宅

県
営
登
米
前
舟
橋
住

宅

同同同登
米
市

同同昭
和
五
十
年

度同同同昭
和
五
十
一

年
度

同同同同同昭
和
五
十
六

年
度

昭
和
五
十
一

年
度

同昭
和
五
十
五

年
度

同昭
和
六
十
一

年
度

同平
成
三
年
度

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同木
造

四
六
・
五

五
七
・
九

四
六
・
五

四
六
・
五

四
六
・
五

五
一
・
二

五
一
・
三

五
一
・
三

五
一
・
三

五
七
・
九

五
七
・
九

五
七
・
九

六
一
・
八

五
七
・
九

五
七
・
九

五
九
・
二

六
七
・
五

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
八
・
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
九
〇

〇
・
九
九
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
九
〇

〇
・
九
九
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
九
〇

〇
・
九
九
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
七

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
一

〇
・
三
三
二

〇
・
三
三
二
二

〇
・
四
一
三

〇
・
四
一
三
七

〇
・
三
三
七

〇
・
三
三
七
七

〇
・
三
三
七

〇
・
三
三
七
七

〇
・
三
八
七

〇
・
三
八
七
一

〇
・
三
七
一

〇
・
三
七
一
八

〇
・
四
二
九

〇
・
四
二
九
七

〇
・
三
七
八

〇
・
三
七
八
九

〇
・
三
七
八

〇
・
三
七
八
九

〇
・
四
八
四

〇
・
四
八
四
〇

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
八

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
五
九

〇
・
四
五
九
四

〇
・
五
二
三

〇
・
五
二
三
八

〇
・
五
一
〇

〇
・
五
一
〇
三

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
八

〇
・
五
六
七

〇
・
五
六
七
三

二
二
、
五
〇
〇

二
二
、
五
〇
〇
円

二
八
、
〇
〇
〇

二
八
、
〇
〇
〇
円

二
八
、
一
〇
〇

二
八
、
一
〇
〇
円

三
〇
、
九
〇
〇

三
〇
、
九
〇
〇
円

四
五
、
四
〇
〇

四
五
、
四
〇
〇
円

二
八
、
六
〇
〇

二
八
、
六
〇
〇
円

四
五
、
〇
〇
〇

四
五
、
〇
〇
〇
円

三
一
、
七
〇
〇

三
一
、
七
〇
〇
円

三
二
、
二
〇
〇

三
二
、
二
〇
〇
円

五
〇
、
四
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇
円

三
六
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
六
〇
〇

三
六
、
六
〇
〇
円

四
五
、
〇
〇
〇

四
五
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
六
〇
〇

三
六
、
六
〇
〇
円

三
七
、
八
〇
〇

三
七
、
八
〇
〇
円

四
三
、
〇
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇
円

四
二
、
五
〇
〇

四
二
、
五
〇
〇
円

四
八
、
六
〇
〇

四
八
、
六
〇
〇
円

五
六
、
四
〇
〇

五
六
、
四
〇
〇
円
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県
営
鹿
島
台
福
芦
住

宅県
営
古
川
福
浦
住
宅

県
営
三
本
木
西
浦
住

宅

大
崎
市

同同

同昭
和
五
十
一

年
度

昭
和
六
十
三

年
度

同同平
成
元
年
度

平
成
四
年
度

同同木
造

同同同高
層
耐

火
造

五
七
・
九

五
五
・
九

六
八
・
〇

六
八
・
八

六
九
・
二

六
七
・
五

六
〇
・
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
六

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
六

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
三

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
三

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
三

〇
・
九
二
四

〇
・
九
二
四
四

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
三
八
四

〇
・
三
八
四
六

〇
・
三
七
七

〇
・
三
七
七
七

〇
・
四
八
五

〇
・
四
八
五
六

〇
・
四
九
一

〇
・
四
九
一
三

〇
・
四
九
四

〇
・
四
九
四
二

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
五

〇
・
五
四
九

〇
・
五
四
九
〇

三
二
、
八
〇
〇

三
二
、
八
〇
〇
円

三
一
、
八
〇
〇

三
一
、
八
〇
〇
円

四
九
、
四
〇
〇

四
九
、
四
〇
〇
円

四
九
、
五
〇
〇

四
九
、
五
〇
〇
円

四
九
、
五
〇
〇

四
九
、
五
〇
〇
円

四
四
、
四
〇
〇

四
四
、
四
〇
〇
円

三
九
、
九
〇
〇

三
九
、
九
〇
〇
円

県
営
蔵
王
井
戸
井
住

宅県
営
大
河
原
上
谷
住

宅

刈
田
郡
蔵

王
町

柴
田
郡
大

河
原
町

同同平
成
六
年
度

同昭
和
五
十
年

度平
成
六
年
度

同

同同同同同木
造

同

六
五
・
三

六
八
・
〇

六
六
・
〇

六
九
・
〇

五
一
・
二

七
四
・
七

七
四
・
七

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
五
九
三

〇
・
五
九
三
二

〇
・
六
一
七

〇
・
六
一
七
七

〇
・
六
一
五

〇
・
六
一
五
三

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
三

〇
・
三
三
二

〇
・
三
三
二
一

〇
・
六
三
三

〇
・
六
三
三
九

〇
・
六
三
三

〇
・
六
三
三
九

四
七
、
八
〇
〇

四
七
、
八
〇
〇
円

四
九
、
七
〇
〇

四
九
、
七
〇
〇
円

七
九
、
〇
〇
〇

七
九
、
〇
〇
〇
円

八
一
、
八
〇
〇

八
一
、
八
〇
〇
円

三
一
、
五
〇
〇

三
一
、
五
〇
〇
円

一
二
三
、
五
〇
〇

一
二
三
、
五
〇
〇
円

一
二
三
、
五
〇
〇

一
二
三
、
五
〇
〇
円

県
営
古
川
李
埣
住
宅

県
営
古
川
李
埣
住
宅

（
老
人
世
帯
向
け
住

宅
）

県
営
松
山
金
谷
住
宅

同同同

同同同平
成
十
年
度

同平
成
十
四
年

度同同平
成
十
年
度

平
成
十
四
年

度平
成
四
年
度

同平
成
四
年
度

同同同中
層
耐

火
造

同高
層
耐

火
造

同同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

木
造

同中
層
耐

火
造

六
八
・
七

六
八
・
八

七
七
・
三

六
七
・
一

七
八
・
九

六
三
・
二

六
五
・
一

七
五
・
一

五
四
・
六

六
五
・
一

七
七
・
八

七
八
・
二

五
六
・
九

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
四

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
四

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
六
二
五

〇
・
六
二
五
五

〇
・
六
二
六

〇
・
六
二
六
四

〇
・
七
〇
三

〇
・
七
〇
三
八

〇
・
六
五
九

〇
・
六
五
九
三

〇
・
七
七
五

〇
・
七
七
五
三

〇
・
六
四
五

〇
・
六
四
五
八

〇
・
六
六
五

〇
・
六
六
五
二

〇
・
七
六
七

〇
・
七
六
七
四

〇
・
五
三
六

〇
・
五
三
六
五

〇
・
六
六
五

〇
・
六
六
五
二

〇
・
六
三
九

〇
・
六
三
九
六

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
九

〇
・
五
一
六

〇
・
五
一
六
八

四
七
、
九
〇
〇

四
七
、
九
〇
〇
円

四
七
、
九
〇
〇

四
七
、
九
〇
〇
円

五
一
、
一
〇
〇

五
一
、
一
〇
〇
円

一
〇
〇
、
二
〇
〇

一
〇
〇
、
二
〇
〇
円

一
一
二
、
六
〇
〇

一
一
二
、
六
〇
〇
円

八
九
、
七
〇
〇

八
九
、
七
〇
〇
円

九
一
、
六
〇
〇

九
一
、
六
〇
〇
円

一
〇
一
、
二
〇
〇

一
〇
一
、
二
〇
〇
円

八
七
、
一
〇
〇

八
七
、
一
〇
〇
円

九
一
、
六
〇
〇

九
一
、
六
〇
〇
円

九
九
、
二
〇
〇

九
九
、
二
〇
〇
円

九
九
、
七
〇
〇

九
九
、
七
〇
〇
円

四
一
、
七
〇
〇

四
一
、
七
〇
〇
円

県
営
矢
本
下
浦
住
宅

県
営
鳴
瀬
小
野
住
宅

県
営
鳴
瀬
中
央
住
宅

県
営
矢
本
赤
井
住
宅

県
営
鳴
瀬
中
央
第
二

住
宅

東
松
島
市

同同同同

昭
和
五
十
一

年
度

昭
和
五
十
二

年
度

昭
和
五
十
三

年
度

同昭
和
六
十
一

年
度

昭
和
六
十
二

年
度

昭
和
六
十
三

年
度

平
成
二
年
度

同平
成
三
年
度

同平
成
八
年
度

昭
和
五
十
年

度

同同同同木
造

同同同同同同同中
層
耐

火
造

五
五
・
九

五
七
・
〇

五
七
・
〇

五
九
・
三

六
七
・
五

六
七
・
五

六
七
・
五

七
二
・
九

七
三
・
三

七
二
・
九

七
三
・
三

七
九
・
四

五
一
・
二

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
二
七

〇
・
九
二
七
四

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
六
七

〇
・
九
六
七
四

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
六

〇
・
三
八
四

〇
・
三
八
四
五

〇
・
三
九
八

〇
・
三
九
八
六

〇
・
四
〇
五

〇
・
四
〇
五
二

〇
・
四
二
一

〇
・
四
二
一
六

〇
・
四
五
六

〇
・
四
五
六
三

〇
・
四
六
八

〇
・
四
六
八
一

〇
・
四
八
三

〇
・
四
八
三
二

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
五

〇
・
五
八
三

〇
・
五
八
三
七

〇
・
五
九
四

〇
・
五
九
四
二

〇
・
五
九
七

〇
・
五
九
七
四

〇
・
七
一
〇

〇
・
七
一
〇
〇

〇
・
三
四
〇

〇
・
三
四
〇
一

三
六
、
〇
〇
〇

三
六
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
一
〇
〇

三
六
、
一
〇
〇
円

三
九
、
〇
〇
〇

三
九
、
〇
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇

四
〇
、
三
〇
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇

五
〇
、
〇
〇
〇
円

五
〇
、
五
〇
〇

五
〇
、
五
〇
〇
円

五
〇
、
二
〇
〇

五
〇
、
二
〇
〇
円

三
九
、
五
〇
〇

三
九
、
五
〇
〇
円

三
九
、
六
〇
〇

三
九
、
六
〇
〇
円

四
〇
、
七
〇
〇

四
〇
、
七
〇
〇
円

四
〇
、
七
〇
〇

四
〇
、
七
〇
〇
円

一
〇
三
、
六
〇
〇

一
〇
三
、
六
〇
〇
円

三
〇
、
八
〇
〇

三
〇
、
八
〇
〇
円
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県
営
柴
田
槻
木
住
宅

同

平
成
九
年
度

同同同同同

中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

六
八
・
八

五
八
・
九

六
八
・
八

六
八
・
八

七
八
・
九

五
〇
・
五

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
五
七
五

〇
・
五
七
五
四

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
七
七
〇

〇
・
七
七
〇
九

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円

八
九
、
七
〇
〇

八
九
、
七
〇
〇
円

一
〇
四
、
六
〇
〇

一
〇
四
、
六
〇
〇
円

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円

一
二
〇
、
三
〇
〇

一
二
〇
、
三
〇
〇
円

七
七
、
〇
〇
〇

七
七
、
〇
〇
〇
円

県
営
七
ヶ
浜
松
ヶ
浜

住
宅

同

平
成
二
年
度

同同同平
成
三
年
度

同同

同同同同高
層
耐

火
造

同同

五
一
・
〇

六
四
・
〇

六
四
・
六

七
七
・
七

五
五
・
四

六
四
・
七

六
五
・
五

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
四
五
二

〇
・
四
五
二
八

〇
・
五
六
八

〇
・
五
六
八
二

〇
・
五
七
三

〇
・
五
七
三
五

〇
・
六
八
九

〇
・
六
八
九
八

〇
・
四
九
八

〇
・
四
九
八
五

〇
・
五
八
二

〇
・
五
八
二
二

〇
・
五
八
九

〇
・
五
八
九
四

四
一
、
七
〇
〇

四
一
、
七
〇
〇
円

五
二
、
三
〇
〇

五
二
、
三
〇
〇
円

五
二
、
八
〇
〇

五
二
、
八
〇
〇
円

六
三
、
四
〇
〇

六
三
、
四
〇
〇
円

四
三
、
二
〇
〇

四
三
、
二
〇
〇
円

五
〇
、
四
〇
〇

五
〇
、
四
〇
〇
円

五
一
、
〇
〇
〇

五
一
、
〇
〇
〇
円

県
営
大
河
原
結
ヶ
丘

住
宅

県
営
村
田
石
生
住
宅

県
営
柴
田
船
迫
住
宅

県
営
柴
田
東
船
岡
住

宅

同柴
田
郡
村

田
町

柴
田
郡
柴

田
町

同

同同同昭
和
五
十
八

年
度

昭
和
六
十
年

度昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
六

年
度

昭
和
六
十
三

年
度

同平
成
四
年
度

同同同同

同同同同同中
層
耐

火
造

同同同同同同木
造

同

七
五
・
一

七
九
・
五

七
九
・
九

六
六
・
二

六
六
・
二

五
九
・
三

六
一
・
八

六
〇
・
五

六
四
・
六

四
八
・
三

六
六
・
八

七
二
・
八

七
四
・
七

七
六
・
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
六

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
六

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
六

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
六
三
七

〇
・
六
三
七
三

〇
・
六
七
四

〇
・
六
七
四
六

〇
・
六
七
八

〇
・
六
七
八
一

〇
・
四
〇
三

〇
・
四
〇
三
一

〇
・
四
二
五

〇
・
四
二
五
八

〇
・
四
三
一

〇
・
四
三
一
三

〇
・
四
五
六

〇
・
四
五
六
五

〇
・
四
九
五

〇
・
四
九
五
二

〇
・
五
二
八

〇
・
五
二
八
八

〇
・
四
三
九

〇
・
四
三
九
七

〇
・
六
〇
八

〇
・
六
〇
八
二

〇
・
六
六
二

〇
・
六
六
二
九

〇
・
六
〇
一

〇
・
六
〇
一
八

〇
・
六
一
七

〇
・
六
一
七
一

一
二
四
、
二
〇
〇

一
二
四
、
二
〇
〇
円

一
三
一
、
四
〇
〇

一
三
一
、
四
〇
〇
円

一
三
二
、
〇
〇
〇

一
三
二
、
〇
〇
〇
円

四
六
、
五
〇
〇

四
六
、
五
〇
〇
円

四
九
、
七
〇
〇

四
九
、
七
〇
〇
円

三
七
、
三
〇
〇

三
七
、
三
〇
〇
円

四
六
、
〇
〇
〇

四
六
、
〇
〇
〇
円

四
三
、
一
〇
〇

四
三
、
一
〇
〇
円

四
五
、
六
〇
〇

四
五
、
六
〇
〇
円

三
六
、
八
〇
〇

三
六
、
八
〇
〇
円

五
三
、
〇
〇
〇

五
三
、
〇
〇
〇
円

五
三
、
三
〇
〇

五
三
、
三
〇
〇
円

九
七
、
七
〇
〇

九
七
、
七
〇
〇
円

一
〇
〇
、
二
〇
〇

一
〇
〇
、
二
〇
〇
円

県
営
柴
田
槻
木
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
柴
田
槻
木
住
宅

（
老
人
世
帯
向
け
住

宅
）

県
営
丸
森
神
明
住
宅

県
営
亘
理
下
茨
田
住

宅県
営
七
ヶ
浜
遠
山
住

宅

同同伊
具
郡
丸

森
町

亘
理
郡
亘

理
町

宮
城
郡
七 

ヶ
浜
町

同同同同同昭
和
六
十
三

年
度

平
成
元
年
度

昭
和
五
十
二

年
度

昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
六
十
年

度昭
和
六
十
一

年
度

昭
和
六
十
三

年
度

昭
和
四
十
九

年
度

高
層
耐

火
造

同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

同木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同

五
〇
・
五

六
八
・
八

五
〇
・
五

五
〇
・
五

五
八
・
九

六
九
・
六

六
九
・
六

五
一
・
三

五
七
・
〇

六
〇
・
七

六
〇
・
七

六
〇
・
七

四
六
・
五

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
六

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
六

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
五
七
五

〇
・
五
七
五
四

〇
・
五
二
七

〇
・
五
二
七
三

〇
・
五
四
〇

〇
・
五
四
〇
三

〇
・
三
六
三

〇
・
三
六
三
二

〇
・
四
二
三

〇
・
四
二
三
五

〇
・
四
八
六

〇
・
四
八
六
四

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
五

〇
・
五
〇
七

〇
・
五
〇
七
七

〇
・
三
一
二

〇
・
三
一
二
九

七
六
、
七
〇
〇

七
六
、
七
〇
〇
円

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円

七
七
、
〇
〇
〇

七
七
、
〇
〇
〇
円

七
六
、
七
〇
〇

七
六
、
七
〇
〇
円

九
〇
、
一
〇
〇

九
〇
、
一
〇
〇
円

四
七
、
三
〇
〇

四
七
、
三
〇
〇
円

四
七
、
八
〇
〇

四
七
、
八
〇
〇
円

三
四
、
九
〇
〇

三
四
、
九
〇
〇
円

三
四
、
七
〇
〇

三
四
、
七
〇
〇
円

四
〇
、
九
〇
〇

四
〇
、
九
〇
〇
円

四
四
、
一
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇
円

四
二
、
六
〇
〇

四
二
、
六
〇
〇
円

二
二
、
一
〇
〇

二
二
、
一
〇
〇
円



 

備
考　

応
益
係
数
と
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
数
値
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
の
表
株
式
会
社
き
ら
や
か
銀
行
の
項
中
「
県
内
」
を
「
国
内
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
裁
決
手
続

の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

仙
台
市

二　

事
業
の
種
類　

仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目

地
内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左

近
堀
地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事
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県
営
小
牛
田
峯
山
住

宅県
営
志
津
川
廻
館
前

遠
田
郡
美

里
町

本
吉
郡
南

昭
和
五
十
三

年
度

同昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
六

年
度

同平
成
五
年
度

同

中
層
耐

火
造

同同同同同同

五
五
・
九

五
九
・
三

五
九
・
三

六
〇
・
一

六
八
・
四

五
三
・
三

六
六
・
二

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
七
六

〇
・
九
七
六
一

〇
・
九
七
六

〇
・
九
七
六
一

〇
・
四
〇
二

〇
・
四
〇
二
三

〇
・
四
二
六

〇
・
四
二
六
八

〇
・
四
四
〇

〇
・
四
四
〇
六

〇
・
四
五
三

〇
・
四
五
三
六

〇
・
五
一
六

〇
・
五
一
六
二

〇
・
四
九
〇

〇
・
四
九
〇
〇

〇
・
六
〇
八

〇
・
六
〇
八
五

三
四
、
九
〇
〇

三
四
、
九
〇
〇
円

三
六
、
八
〇
〇

三
六
、
八
〇
〇
円

三
四
、
四
〇
〇

三
四
、
四
〇
〇
円

四
三
、
八
〇
〇

四
三
、
八
〇
〇
円

四
九
、
二
〇
〇

四
九
、
二
〇
〇
円

六
五
、
四
〇
〇

六
五
、
四
〇
〇
円

八
〇
、
二
〇
〇

八
〇
、
二
〇
〇
円

住
宅

三
陸
町

同同

同同

六
七
・
六

七
八
・
四

〇
・
九
七
六

〇
・
九
七
六
一

〇
・
九
七
六

〇
・
九
七
六
一

〇
・
六
二
一

〇
・
六
二
一
四

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
七

八
二
、
四
〇
〇

八
二
、
四
〇
〇
円

九
五
、
三
〇
〇

九
五
、
三
〇
〇
円

県
営
大
和
吉
岡
南
住

宅県
営
中
新
田
田
川
住

宅県
営
中
新
田
羽
場
住

宅県
営
涌
谷
中
島
住
宅

県
営
涌
谷
田
町
裏
住

宅県
営
涌
谷
下
町
住
宅

黒
川
郡
大

和
町

加
美
郡
加

美
町

同遠
田
郡
涌

谷
町

同同

同平
成
五
年
度

同平
成
四
年
度

同平
成
五
年
度

同平
成
八
年
度

同昭
和
五
十
六

年
度

同昭
和
六
十
三

年
度

平
成
五
年
度

同中
層
耐

火
造

同木
造

同同同同同中
層
耐

火
造

同木
造

同

七
五
・
六

六
六
・
〇

六
九
・
〇

六
八
・
七

七
三
・
六

七
四
・
七

七
六
・
六

七
八
・
七

七
九
・
九

五
九
・
二

六
七
・
五

六
六
・
四

七
七
・
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
七
四

〇
・
九
七
四
一

〇
・
九
七
四

〇
・
九
七
四
一

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
〇
九

〇
・
九
〇
九
〇

〇
・
九
〇
九

〇
・
九
〇
九
〇

〇
・
九
四
八

〇
・
九
四
八
五

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
六
八
〇

〇
・
六
八
〇
三

〇
・
六
二
一

〇
・
六
二
一
五

〇
・
六
四
九

〇
・
六
四
九
八

〇
・
五
六
七

〇
・
五
六
七
五

〇
・
六
〇
八

〇
・
六
〇
八
〇

〇
・
六
二
八

〇
・
六
二
八
一

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
〇

〇
・
七
〇
五

〇
・
七
〇
五
三

〇
・
七
一
六

〇
・
七
一
六
一

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
五

〇
・
四
八
七

〇
・
四
八
七
四

〇
・
四
八
六

〇
・
四
八
六
一

〇
・
六
六
八

〇
・
六
六
八
六

五
八
、
九
〇
〇

五
八
、
九
〇
〇
円

七
五
、
二
〇
〇

七
五
、
二
〇
〇
円

七
七
、
九
〇
〇

七
七
、
九
〇
〇
円

五
二
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇
円

五
五
、
八
〇
〇

五
五
、
八
〇
〇
円

九
四
、
一
〇
〇

九
四
、
一
〇
〇
円

九
六
、
四
〇
〇

九
六
、
四
〇
〇
円

一
二
一
、
六
〇
〇

一
二
一
、
六
〇
〇
円

一
二
三
、
四
〇
〇

一
二
三
、
四
〇
〇
円

三
七
、
九
〇
〇

三
七
、
九
〇
〇
円

四
二
、
九
〇
〇

四
二
、
九
〇
〇
円

四
五
、
五
〇
〇

四
五
、
五
〇
〇
円

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇
円



三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

佐
藤
和
夫　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
大
和
町
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号

　

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
裁
決
手
続

の
開
始
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
三
日

 

宮　

城　

県　

収　

用　

委　

員　

会　
　
　

一　

起
業
者
の
名
称　

仙
台
市

二　

事
業
の
種
類　

仙
台
市
高
速
鉄
道
東
西
線
建
設
工
事
（
地
下
鉄
東
西
線
・
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目

地
内
、
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内
、
若
林
区
連
坊
小
路
地
内
、
若
林
区
六
丁
の
目
南
町
地
内
、
若
林
区
六
丁
目
字
左

近
堀
地
内
、
若
林
区
荒
井
字
東
地
内
、
同
字
沓
形
地
内
、
同
字
揚
場
地
内
、
同
字
矢
取
東
地
内
、
同
字
南
原
田
地
内
）

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事
並
び
に
市
道
及
び
農
業
用
用
水
路
・
排
水
路
の
付
け
替
え
工
事

三　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
　

土
地
の
所
在　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
連
坊
二
丁
目
地
内

四　

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

持
分
二
分
の
一

　
　
　

佐
藤
た
つ
子　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
大
和
町
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

　
　

持
分
二
分
の
一

　
　
　

佐
藤
和
夫　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
大
和
町
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

五　

土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類
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地　

番

二
八
一
番
一

地　
　

目

登
記
簿

宅　

地

現　

況

宅　

地

地　
　

積

登
記
簿

二
七
八
・
二
三

平
方
メ
ー
ト
ル

実　

測

二
八
六
・
五
二

平
方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と
す
る

面
積

六
七
・
五
四
平
方
メ

ー
ト
ル

一
二
・
七
七
平
方
メ

ー
ト
ル

氏　
　
　

名

三
洋
信
販
債
権
回
収
株
式

会
社

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
用
保
証
株
式

会
社

シ
ャ
イ
ニ
ン
グ
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
リ
ミ
テ
ッ
ド

仙
台
市

住　
　
　

所

東
京
都
港
区
芝
一
丁
目
五
番
九
号
住

友
不
動
産
芝
ビ
ル
二
号
館

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
番
二

一
号

ケ
イ
マ
ン
諸
島
、
グ
ラ
ン
ド
・
ケ
イ

マ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ウ
ン
、
メ
ア

リ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
、
ピ
ー
・
オ
ー

・
ボ
ッ
ク
ス
九
〇
八
Ｇ
Ｔ
、
ウ
ォ
ー

カ
ー
・
ハ
ウ
ス
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
ス
・

エ
ス
ピ
ー
ヴ
ィ
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（
日

本
に
お
け
る
営
業
所
・
東
京
都
港
区

西
麻
布
三
丁
目
二
〇
番
一
六
号
西
麻

布
ア
ネ
ッ
ク
ス
）

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁

目
七
番
一
号

権
利
の
種
類

根
抵
当
権

抵
当
権

抵
当
権
転
抵
当

差
押
債
権

登
記
受
付
年
月
日
及
び

受
付
番
号　
　
　
　
　

仙
台
法
務
局

平
成
十
九
年
十
月
三
日

第
六
二
五
二
六
号

仙
台
法
務
局

平
成
十
八
年
四
月
三
日

第
二
三
二
二
〇
号

仙
台
法
務
局

平
成
十
八
年
四
月
三
日

第
二
三
二
二
一
号

仙
台
法
務
局

平
成
二
十
年
十
一
月
十

七
日
第
七
二
二
五
五
号

地　

番

二
八
一
番
三

地　
　

目

登
記
簿

宅　

地

現　

況

宅　

地

地　
　

積

登
記
簿

九
三
・
〇
五
平

方
メ
ー
ト
ル

実　

測

九
五
・
八
三
平

方
メ
ー
ト
ル

使
用
し
よ
う
と
す
る

面
積

二
二
・
四
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

氏　
　
　

名

三
洋
信
販
債
権
回
収
株
式

会
社

Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
用
保
証
株
式

会
社

シ
ャ
イ
ニ
ン
グ
パ
ー
ト
ナ

ー
ズ
リ
ミ
テ
ッ
ド

住　
　
　

所

東
京
都
港
区
芝
一
丁
目
五
番
九
号
住

友
不
動
産
芝
ビ
ル
二
号
館

東
京
都
港
区
六
本
木
六
丁
目
一
番
二

一
号

ケ
イ
マ
ン
諸
島
、
グ
ラ
ン
ド
・
ケ
イ

マ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
タ
ウ
ン
、
メ
ア

リ
ー
・
ス
ト
リ
ー
ト
、
ピ
ー
・
オ
ー
・

ボ
ッ
ク
ス
九
〇
八
Ｇ
Ｔ
、
ウ
ォ
ー

カ
ー
・
ハ
ウ
ス
、
ウ
ォ
ー
カ
ー
ス
・

エ
ス
ピ
ー
ヴ
ィ
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
（
日

本
に
お
け
る
営
業
所
・
東
京
都
港
区

西
麻
布
三
丁
目
二
〇
番
一
六
号
西
麻

布
ア
ネ
ッ
ク
ス
）

権
利
の
種
類

根
抵
当
権

抵
当
権

抵
当
権
転
抵
当

登
記
受
付
年
月
日
及
び

受
付
番
号　
　
　
　
　

仙
台
法
務
局

平
成
十
九
年
十
月
三
日

第
六
二
五
二
六
号

仙
台
法
務
局

平
成
十
八
年
四
月
三
日

第
二
三
二
二
〇
号

仙
台
法
務
局
平
成
十
八

年
四
月
三
日

第
二
三
二
二
一
号

仙
台
市

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁

差
押
債
権

仙
台
法
務
局

平
成
二
十
年
十
一
月
十

七
日
第
七
二
二
五
五
号
（
佐



六　

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日　

平
成
二
十
二
年
二
月
十
五
日
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